
 



 



 



 



第１章 木材の利用に関する基本的な事項 

 

１ 木材利用の現状と課題 

 本市は、総面積９１，３２２ｈａのうち森林面積が７２，３４４ｈａ（森林率７９％）を

占めています。森林面積のうち民有林が３０，２０３ｈａ（約４２％）であり、国有林が４

２，１４０ｈａ（約５８％）と国有林の占める割合が高い地域となっています。 

  
総面積に占める森林の割合 森林面積に占める民有林・国有林の割合 

 

 人工林の大多数を占める「秋田杉」は市の木に指定されており、本市には、「大館曲げわ

っぱ」や「秋田杉桶樽」の伝統的工芸品、建築材料では製材から集成材、さらに土木用資材

から木質チップに至るまで幅広い加工技術が集積しています。 

 このように豊富な森林資源と幅広い加工技術を有しており、「伐って、使って、植える」

という森林資源循環を実施できる状況にあるものの、木材価格の低迷や住宅着工数の減少に

加え、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）の影響による景気の悪化で、住宅建

築数がさらに減少し、これに伴う木材需要の急激な落ち込みで県内木材加工企業が相次いで

倒産・廃業するなど、木材を取り巻く状況はこれまでにないほど深刻な状況下にあります。 

 このような中、政府が「２０５０年カーボンニュートラル（二酸化炭素ネット排出ゼロ）」

を施策目標として表明したことから、二酸化炭素削減に向けた木材利用が求められる新たな

展開も期待されています。 

これを踏まえ、本市は、脱炭素社会へ貢献すべく、市民や事業者と一体となり、経済と環

境の好循環を作っていくため、令和３年２月１６日に「ゼロカーボンシティ」の実現に取り

組むことを宣言しました。 

 

 
 

秋田杉 大館曲げわっぱ 秋田杉桶樽 



第１章 木材の利用に関する基本的な事項 

 

（１）木材産業の状況 

市内の製材工場における令和元年の秋田スギ

等原木入荷量については年間９６千ｍ３となっ

ているものの、そのうち市内から産出された原木

の入荷量は３５千ｍ３（３６％）で市外からの入

荷量が多く、木材製品の出荷状況については出荷

量５４千ｍ３のうち８１％の４４千ｍ３が秋田

県外への出荷となっています。 

今後は本格的な利用期を迎えた豊富な森林資

源の活用を進めるため、県外、首都圏等での木材

利用推進に向け「地産外消」の取組みを推進する

必要があります。 

 

 

秋田スギ原木 

 

  

市内製材工場等における 

原木入荷量割合（令和元年度） 

市内製材工場等における 

木材製品の出荷量割合（令和元年度） 

 

 

 

 

 

 

 



第１章 木材の利用に関する基本的な事項 

 

（２）住宅産業の状況 

市内の一戸建て住宅は、着工件数が減少

傾向にあり、市内住宅事業者と市外住宅事

業者の着工件数は、概ね半数ずつとなって

います。 

令和元年度の住宅産業における木材利

用の状況を見ると、市内住宅事業者は７

０％を国産材で調達しており、かつ、市内

製材工場等からの調達割合が８８％とな

っています。 

新型コロナウイルス感染症の影響で県

内、特に県北地域の木材加工企業が倒産・

廃業したことにより、建築用木材の調達が

更に厳しくなっています。今後は、住宅建

築における「地産地消」を支えるための供

給体制を構築する必要があります。 

 

構造材利用（秋田スギ） 

 

製材工場 

 

 

 

 
 

市内住宅事業者における 

国産材・輸入材の調達割合（令和元年度） 

市内住宅事業者における 

市内または市外からの調達割合（令和元年度） 

 

 

 



第１章 木材の利用に関する基本的な事項 

 

２ 「大館市木材利用促進計画」の策定 

 大館市は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成２２年法律第３６

号）に基づき、国が定めた公共建築物等における木材の利用の促進に関する基本方針（平成

２２年１０月４日農林水産省、国土交通省告示第３号）及び県が定めた県産材利用推進方針

に即し、平成２４年３月に「大館市木材利用基本方針」を策定しました。 

 基本方針では、市が率先して公共建築物等における木材の利用に推進するとともに、民間

団体その他の関係者の協力を得つつ、地元産材の利用の促進に関する施策の効果的な推進を

図ることとしています。 

 この基本方針に即し、市が整備する公共建築物等の具体的な目標等を定め、関係部局の連

携を図り、木材の利用促進に向けた課題を分析しながら総合的に推進することが重要です。 

 本計画は、林野庁が展開する「木づかい運動」の趣旨に鑑み、産学官連携による「ＷＯＯ

Ｄ ＣＨＡＮＧＥ（ウッド・チェンジ）」を推進し、木材利用に関する市民理解の醸成に努

めるとともに、「植える、育てる、収穫する、上手に使う」の森林の持続的なサイクルを構

築するため策定するものです。 

 

３ 計画の策定に当たっての基本的考え方 

 公共建築物等における木材の利用の推進の意義、地元産材の利用を促進すべき公共建築物

等、地元産材利用促進に向けた取り組み、その他地元産材の利用を促進するため、基本方針

第４に基づき、「大館市木材利用促進計画」を策定し、これに基づく施策を体系的に講じて

いくこととします。 

 本計画は、市政の方向性をまとめた「第２次大館市総合計画後期基本計画」及び市林政の

マスタープランである「大館市森林整備計画」に即し、本市の木材利用の促進に向けた施策

の基本方向を定めたものです。 

 

 

 

 

 



第１章 木材の利用に関する基本的な事項 

 

 

 

大館市木材利用促進計画の位置付け 

 

４ 計画の期間 

 本計画の実施期間は、「令和３年度から令和５年度までの３年間」とします。 

 なお、期間の途中における成果を検証し、必要な見直しを行うものとします。 

 

 

 



第２章 木材の利用の促進に関する市の施策 

 

 市は、木材利用が促進されるよう、第１章で示した本計画の目的の達成のため、次に掲げ

る施策に取り組むものとします。 

 

１ 市が整備する公共建築物の木造化及び内装木質化の推進 

 公共建築物の施設整備は率先して木造・木質化を図ります。 

 また、新たな建築資材として注目されているＣＬＴ等を公共建築物へ使用するなど、新た

な木質部材を活用した構法の普及と定着を図ります。 

 

  

長木公民館 下川沿公民館 

  

 

＜関連事業・計画など＞ 

・大館市木材利用推進会議の設置及び運営【林政課・都市計画課】 

・別表「大館市木材利用促進計画 対象施設毎の工程表」のとおり 

・公共施設等内装木質化事業【各課】 

 

 

 



第２章 木材の利用の促進に関する市の施策 

 

（別表）大館市木材利用促進計画 対象施設毎の工程表 

 

 



第２章 木材の利用の促進に関する市の施策 

 

２ 公用備品等における木製導入の推進 

 公用調達（備品等）する場合には、木製品・木材由来物品等の積極的な利用を図ります。 

  

協定書楯 部課名プレート 

  

飛沫防止ボード ネームプレート 

 

＜関連事業・計画など＞ 

・日本の木材活用リレー～みんなで作るビレッジプラザ～（後利用）【林政課】 

・庁内掲示板（人口世帯数等など）・部課名プレート等ウッド・チェンジ【各課】 

・環境マネジメントシステムグリーン購入の物品基準見直し（木製品・木材由来物品等）

【環境課】 

 

 

 

 



第２章 木材の利用の促進に関する市の施策 

 

３ 公共土木事業等における木材利用の推進 

公共土木工事等における木材利用の拡大に努めます。 

 また、国等における環境物品等の調達の推進等に関す

る法律（平成１２年法律第１００号）に基づく特定調達

物品に追加されたコンクリート型枠用合板等の仮設材

料の利用を推進します。 

  

工事用看板 

（間伐材） 

  

チップ舗装・木柵（市民の森） 木道（市民の森） 

  

ＣＬＴ木橋（岩神ふれあいの森） 治山ダム（木製型枠） 

 

＜関連事業・計画など＞ 

・土木工事における木材利用促進（木柵・木質チップ舗装・工事用看板等）【各課】 

 

 



第２章 木材の利用の促進に関する市の施策 

 

４ 住宅・非住宅への木材利用の推進 

 民間部門での地元産材の需要を拡大するため、新築住宅への利用を支援します。 

 また、福祉施設、子育て施設、交流施設などの非住宅分野での木造・木質化を支援します。 

 

 

一般住宅への木材利用 

 

木育空間整備（大館市女性センター） 使用部材の名称（出典：林野庁資料） 

 

＜関連事業・計画など＞ 

・大館市ウッド・チェンジ推進事業（木材の地産地消促進）【林政課】 

・大館市木材サプライチェーン強靭化事業（市内森林由来の木材利用促進）【林政課】 

 

 

 

 



第２章 木材の利用の促進に関する市の施策 

 

５ 木質資源の多面的利用推進 

 ペレットストーブやチップボイラーの導入や木材・プラスチック再生複合材等の活用によ

り、木質資源の多面的利用を促進します。 

 

  

ペレットボイラー（秋田犬の里） ホワイトペレット・ペレットストーブ 

  

再生複合材ベンチ（樹海公園） 再生複合材ルーバー（市立総合病院） 

 

 

＜関連事業・計画など＞ 

・大館市ペレットストーブ設置費補助事業【環境課】 

・ハチ公ベンチ設置事業【都市計画課】 

・大館城下の町名標柱整備事業【まちづくり課】 

 

 

 



第２章 木材の利用の促進に関する市の施策 

 

６ 都市部等との連携による木材利用推進 

 木材産業事業者が、都市部の実需者・消費者の求める品質・性能の確かな地元産材を供給

できるよう、サプライチェーンの強靭化を図ります。 

 また、トップセールス等により、地元産材の新たな販路開拓や販売促進を図ります。 

  

東京２０２０大会選手村ビレッジプラザへの市産秋田スギ集成材の提供 

  

都市部での秋田スギ利用 

（渋谷区神南庁舎跡地複合施設（仮称）） 

海外への秋田スギ製品輸出（オーストラ

リア・メルボルン：Koji and Co） 

 

＜関連事業・計画など＞ 

・林業成長産業化地域創出モデル事業（林業木材産業関係者との連携）【林政課】 

・大館市木材サプライチェーン強靭化事業（市内森林由来の木材利用促進）【林政課】 

・みなとモデル事業（都市部への木材供給）【林政課】 

 

 

 

 



第２章 木材の利用の促進に関する市の施策 

 

７ 木育の推進 

 子供から大人まで木とふれあう機会を設けるため、イベント等で木育ひろばの設置等を実

施するほか、学校での林業・木材産業に関する学習及び体験活動、ＮＰＯ団体等が実施する

木育活動などを支援します。 

 また、木の良さや木育の意義を伝えることができる人材を養成します。 

  

ウッドスタート宣言調印式 木育キャラバン 

  

誕生祝い品「百年杉の森の積み木」 誕生祝い品「秋田犬プルトイ」 

 

＜関連事業・計画など＞ 

・ウッドスタート事業（誕生祝い品贈呈事業、木育インストラクター養成講座）【林政課】 

・大館曲げわっぱ１５０年の森育成事業【林政課】 

・曲げわっぱ学校給食活動事業【学校教育課】 

・木育ひろば、木のぬくもりに触れる木育空間推進事業【生涯学習課】 

 

 

 

  



第２章 木材の利用の促進に関する市の施策 

 

８ 「木の文化」を活かした「木のおもてなし」の推進 

 本市が培ってきた「木の文化」を活かし、観光客等へ木を使った建築や製品、サービス・

体験の価値の向上を図る「木のおもてなし」の取組みを推進します。 

  

天然秋田杉林の散策（矢立峠風景林） 歴史的建造物（木造）の見学（桜櫓館） 

  

大館市郷土博物館の見学 大館曲げわっぱ製作体験 

 

＜関連事業・計画など＞ 

・ＡＫＩＴＡＳＵＧＩツーリズム【林政課※大館北秋田地域林業成長産業化協議会】 

・「渋谷・大館交流の絆」ふるさとづくり事業【林政課・学校教育課・スポーツ振興課】 

・野遊びＳＤＧｓ推進事業【観光課】 

・秋田杉の器で地酒による乾杯を推進する条例【観光課】 

 

 

 

 



第３章 市の施策を推進するために必要な事項 

 

１ 大館市木材利用推進会議の開催 

 本計画に基づく各施策の実施に当たっては、各部局の関連施策との連携を図るため、「大

館市木材利用推進会議設置要綱」に基づく、推進会議及び部会を開催し、木材利用に関する

各施策について協議を行う機会を設け、各施策の検証を行うとともに、必要な措置を講ずる

ものとします。 

 なお、「大館市木材利用基本方針」に基づく「市が整備する公共建築物」に該当する公共

建築物を整備する場合、所管課においては、その公共建築物の整備に係る基本構想等につい

て推進会議の意見を伺うものとします。 
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２ 地元産材の利用推進に向けた取り組み 

 前章に掲げた市の施策を進めるため、市は率先して公共建築物への木材の利用を図るとと

もに、木材に関わる事業者との連携や担い手の確保・育成、市民や民間団体その他の関係者

との協同により、地元産材の利用の促進に向けた効果的な取組みを行うものとします。 

（１）地元産材の供給及び調達に関するネットワークづくり 

 市内での地元産材の活用に向けて、製材工場等の供給側と住宅建築業者等の利用側のネッ

トワークづくりを行うとともに、木材製品に関する品質や価格等に関する情報の共有化を図

ります。 

（２）公共・民間の建築物への地元産材の積極的活用に向けた取り組み 

 地元産材の利用の具体的な事例や建築コスト、木材の調達方法に関する情報の収集・分析

を行うとともに、地元産材の利用に関するマニュアル等の作成や地元産材を活用した建築物

を提案できる人材を育成するなどの取り組みを展開します。 

（３）市民等への周知・普及 

 市民や事業者に対し、木材利用の重要性や基本方針についての理解の醸成を図るため、本

計画に基づく施策について広く情報発信及び普及啓発活動等を講ずるものとします。 

 

 

 

 

 



第３章 市の施策を推進するために必要な事項 

 

３ 市の施策の検証及び実績の公表 

 本計画に基づく施策の成果は毎年度速やかに検証を行います。この検証に当たっては、必

要に応じてアドバイザー等の意見を聴くものとします。また、その実績について市ホームペ

ージ等で公表するものとします。 

 公表は事業期間内に建設を行う全施設を対象とし、次の事項を公表します。 

 

①木材利用基本方針の木造化・木質化基準により木材利用をすべき公共建築物であるか 

②木材利用をすべき公共建築物について事業実施した結果 

 達成の場合  ⇒ 利用実績 

 未達成の場合 ⇒ 未達成の理由（特殊構造、法令等の制約など） 

③木材利用をすべき公共建築物に該当しなかったが木材利用したもの（基準規模以上の

床面積、高層階の公共建築物など） 

 ⇒ 利用実績、採用構法、対策、工夫点など 

 

４ 産学官連携 

 高度化・多様化する木材の利用へ的確に対応するため、研究機関、木材関係者、設計者や

施工者など各分野の関係者による連携体制を構築するものとします。 

 

 

 

 
 



第４章 市の施策の到達点・指標 

 

１ 施策の到達点・目標 

目標項目 到達点・目標値 

①計画対象公共施設の木造率及び木質化率 木造率１００％＜注１＞ 

内装等の木質化率１００％＜注２＞ 

②市産木材使用量割合 計画対象公共施設１施設あたりの木材使用

量の５０％以上＜注３＞ 

③市産原木入荷割合 市内製材所における原木入荷量に占める入

荷割合５０％以上＜注３＞ 

④二酸化炭素固定量の増加 計画期間満了時の二酸化炭素固定量 

３１６ｔ－ＣＯ２以上＜注４＞ 

（木材使用量換算約５５０ ） 

⑤二酸化炭素削減量の増加 計画期間中の二酸化炭素削減量３カ年平均

４２０ｔ－ＣＯ２／年以上＜注５＞ 

（ペレット使用量換算約３１０ｔ／年） 

⑥木育インストラクターの人数 大館市木育インストラクター養成者数 

１６０人以上＜注６＞ 

 

＜注１＞木造率について 

 

 

＜注２＞内装等の木質化について 

 

 

＜注３＞市産木材（原木）について 



第４章 市の施策の到達点・指標 

 

＜注４＞二酸化炭素固定量について 

 

＜注５＞二酸化炭素削減量について 

 

 

＜注６＞大館市木育インストラクター養成者について 

 



第４章 市の施策の到達点・指標 

 

２ 進捗管理 

 施策の実施の際には目標から逆算した進捗管理指標を設定し定期計測を実施して進捗管

理するとともに必要に応じ軌道修正しながら目標達成を目指すものとします。 

また、推進会議及び部会の定期開催により到達点・目標の進捗状況の情報を全関係者間で

共有するものとします。 

 
（出典：林野庁資料） 
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大館市木材利用推進会議設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大館市木材利用基本方針（平成２４年３月１日策定）に基づく取組み

を推進するため、大館市木材利用推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

 

（業務） 

第２条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

（１）木材利用の推進と推進体制の構築に関すること 

（２）木材利用促進計画の策定及び進捗管理に関すること 

（３）その他必要な事項に関すること 

 

（組織） 

第３条 推進会議の委員は次のとおりとする。 

（１）総務部長 

（２）市民部長 

（３）福祉部長 

（４）産業部長 

（５）観光交流スポーツ部長 

（６）建設部長 

（７）教育次長 

２ 推進会議に委員長を置き、産業部長をもって充てる。 

３ 推進会議に副委員長を置き、建設部長をもって充てる。 

４ 推進会議にアドバイザーを置き、秋田県立大学木材高度加工研究所長をもって充てる。 

 

（会議） 

第４条 推進会議の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

３ 委員長は必要に応じて第３条第１項に掲げる者以外の関係者を出席させ、又は外部有識

者等の出席を求めることができる。 

 

（部会） 

第５条 推進会議は、第２条各号に掲げる業務を円滑に行うため、必要があるときは、部会

を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。 

４ 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから

部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 



５ 部会の会議は、部会長が指名する委員を招集し、部会長が議長となる。 

６ 部会は、必要があるときは、外部有識者等の出席を求めることができる。 

 

（事務局） 

第６条 推進会議の庶務は、産業部林政課及び建設部都市計画課が行う。 

 

（謝礼） 

第７条 第３条第１項、第４条第３項及び第５条第６項に規定する会議出席者への謝礼は７，

０００円とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、謝礼が不要の場合は、この限りではない。 

 

（守秘義務） 

第８条 第４条及び第５条に規定する会議出席者は、推進会議の業務を遂行する上で知り得

た秘密を他に漏らしてはならない。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進

会議に諮って定める。 

 

附 則  

この要綱は、決裁のあった日から施行する。 

  （決裁：令和２年９月１０日） 

 



大館市
おおだてし 匠と歴史を伝承し

誇りと宝を力に変えていく
「未来創造都市」

C-200717




